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COVID-19拡大が災害支援に与える影響
−岡山県福祉避難所及び自治体調査からの検討−

Impact of COVID-19 Expansion on Disaster Relief
−An Investigation from the Okayama Prefecture Welfare Evacuation Center and 

Local Government Survey−

（2021年３月31日受理）
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要　　　　　旨

　COVID-19が確認された2020年も各地で災害が発生し，我が国の災害支援の在り方を見直すきっかけにもなった。平成

30年７月豪雨災害で甚大な被害を経験した岡山県福祉避難所と各自治体に，コロナ禍で災害発生した場合に要配慮者の

受け入れは可能か，避難所運営の課題は何であるのかアンケート調査を行った。その結果，円滑な災害支援には自治体

との連携を切に望む施設が多いことが判明した。また，要配慮者へ提供する支援内容の認識も福祉避難所側と自治体側

の両者には差異があり，内容の確認を図るだけでもスムーズな支援に繋がること，そして単に施設数を増加させるだけ

では的確な災害支援は行えないことが示唆された。

１．は　じ　め　に

１－１．問題提起

　我が国で新型コロナウイルス感染症（以下COVID-19）

が確認されたのは2020年１月であった。こうしたコロナ

禍でも，昨年も各地で多くの災害被害が発生した。感染

対策は災害支援の中でも重要事項であるが，COVID-19拡

大により，これまで以上の衛生対策を手探りで行うこと

となった。COVID-19拡大は，人々の行動様式の見直しだ

けでなく，我が国で積み上げてきた災害支援の在り方を

再度見直すきっかけにもなった。

　災害時，自主避難が困難である災害弱者と言われる要

配慮者たちを如何に迅速に，かつ的確に支援を行うかは，

常に災害支援の課題として挙げられる。「誰もが取り残

されない社会」を目指し，この大きな課題克服のために

各都道府県及び市町村は，関係諸団体と連携しながら暗

中模索の状態で取り組みを行っている。

１－２．岡山県の災害支援の現状

　平成30年７月豪雨災害，いわゆる西日本豪災害で真備

町が壊滅的被害を受けた岡山県では，大規模災害から早

２年が経過し，自県の災害経験をもとに各市町村で災害

対策強化を行っている。

　西日本豪雨災害時に，岡山県で要配慮者の受け入れが

スムーズにいかなかった要因に，福祉避難所の人員不足

や環境未整備，行政機関との連携不備が災害時の障壁と

なっていたことが，2019年に実施した筆者の調査で明ら

かとなった。また，福祉避難所の指定を受けていても，

自施設と異なる専門外の要配慮者の受け入れに，不安を

抱えている施設が多いことも，その時の調査で判明した。

しかし，調査協力してくれた施設の約８割が，体制が整

備されれば受け入れはしたいと，前向きな姿勢を示して

いることもわかった。１）２）

　現状の福祉避難所の運営は，各市町村と締結した施設

側の力量に一任されているところが大きい。岡山県では

COVID-19対策と災害支援の両立という，次の大きな課題

中　野　ひとみ

Hitomi Nakano



68
中　野　ひとみ

が立ち塞がっている。

１－３．研究目的

　COVID-19拡大により，災害時に要配慮者を受け入れる

施設側には，さらに負担が倍増することは間違いない。

　そこで①岡山県内福祉避難所全てにアンケート調査を

おこない，COVID-19拡大に伴う災害支援の課題を検討し

た。また，前回調査から課題として度々挙げられる自治

体との連携を如何に図ればよいのか，②岡山県各市町村

にアンケート調査を行い，両者の回答から最善なる支援

方法を検討することを目的とした。

２．調　査　方　法

２－１．岡山県福祉避難所調査

　現在，岡山県ホームページ上に公表されている福祉避

難所は320施設である。３）その内訳は高齢者施設244施設，

障害児・者施設42施設，公共施設26施設，医療施設３施設，

学校４施設である。調査開始時の2020年５月の公表デー

タをもとに321施設の郵送調査を行ったところ宛先不明

の施設があり，岡山県保健福祉部保健福祉課に確認した。

施設名改変に伴う変更があり，重複で施設カウントされ

ていたことが後に判明し，正確には320施設であった。

　その全ての福祉避難所にアンケート用紙と調査概要を

記した用紙を郵送した。回答は任意であることの他，得

られた情報は不利益のないよう取り扱うこと，倫理的配

慮には十分に注意をすることなどを記載した。

２－２．調査期間（岡山県福祉避難所）

　2020年７月15日～2020年９月15日

２－３．福祉避難所調査から各市町村調査へ移行

　福祉避難所から返送されたアンケートには，実に多く

の自由記載コメントがあった。施設側の現状の訴え，自

治体への要望や今後の不安も含め，施設と自治体の連携

には何が必要かを探るべき，次の自治体調査へと移行し

た。

２－４．岡山県各市町村自治体調査

　岡山県保健福祉部保健福祉課に調査協力いただき，岡

山県27市町村に対しアンケート調査を実施した。送付内

容はアンケート用紙とは別に，福祉避難所から返送され

た全ての自由記述のコメントだけを抜き出した用紙，こ

の２点を県担当者から各市町村防災担当者にメールで送

付してもらった。

　なお，添付した自由記述内容は，施設名等が判別でき

ないよう細心の注意をし，一部加工したものを添付した。

また，各市町村へ不利益にならないよう倫理的配慮とし

て十分注意する事を記載し，協力出来る市町村は，回答

は筆者側へ送信するように依頼した。

２－５．調査期間（岡山県各市町村）

　2020年11月15日～2021年１月15日

３．結 果 ・ 考 察

３－１．岡山県福祉避難所結果

　岡山県福祉避難所320施設のうち，194施設から回答協

力を得た。回収率60％を上回り郵送調査としては高い回

収率となった。また，無記名調査にも関わらず，そのう

ち27件が施設名入りという災害への高い関心度が伺える

結果でもあった。全ての施設から実に多くのコメントの

記載があったことも驚く結果となった。

　３－１－１から３－１－11まで質問内容と結果を示す。

　３－１－12には，岡山県各市町村ごとの福祉避難所を系

統別にまとめた結果を示す。

３－１－１．回答者属性

 

　その他は公民館３件，複合施設３件，公共施設２件，

市町村福祉文化センター３件などであり，それをひとつ

にまとめた。

３－１－２．要配慮者の受け入れたことがあるか 

図１．要配慮者の受け入れ経験

表１．属性

属
性

男女比 女性133人（69％）：男性61人（31％）

役職
施設長75人（39％）：事務長11人（６％）：管理者38人
（19％）その他61人（31％）：無記名9名（５％）

施設形態
高齢者施設148（76％）：障害者施設28（15％）：
学校２（１％）：その他16（８％）
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３－１－３．実際に受け入れて困ったこと（自由記述）

表２．困ったこと（一部抜粋）

　実際に要配慮者を受け入れたことがある66施設のう

ち，54コメントが得られた。受け入れで困ったことには，

「情報不足」，「人員不足」，「行政との連携不十分」，これ

らがほとんどであった。

３－１－４．自施設と異なる受け入れについて

図２． 専門外の受け入れについて

　自施設と異なる専門外の要配慮者の支援には，福祉避

難所であっても不安があることが明らかとなった。これ

は，前回調査と同様の結果であった。

　本来の福祉避難所の役割を考えた時，細やかな支援を

求めるのか，それとも場所の提供だけで良いのかは今後

の大きな課題でもあり，福祉避難所施設にどこまでの期

待と支援を求めるのかを明確にする必要があることもわ

かった。

３－１－５．要配慮者をスムーズに受け入れるために早急

に整備が必要なことを選択（複数回答可）

図３．整備が必要なこと

　災害時の人員確保はもちろんだが，自治体との連携を

如何に上手く図るかも，大きな課題であることが理解さ

れた。

　その他には「必要物品の準備」，「自治体との協定内容

確認の見直し」，「施設の改修」，「設備の充実」，「県社協

にコロナ対策ために加入し，職員を登録している」など

であった。

３－１－６．災害時，自施設が困ったときの協力体制を選

択（複数回答可）

図４．協力体制

　大規模施設で同法人にいくつもの福祉避難所施設を

持っている場合は，災害等緊急時の協力体制は速やかに

可能と考える。一方で単施設の場合は，他とネットワー

クが全く無いと，たちまち自施設の運営さえ稼働しなく

なることも推測された。福祉避難所の運営に関わらず，

如何に施設力を高めておくかは大きな課題といえる。

　その他の意見には，「職員が出勤できない」，「避難場

所の変更を進めている」，「他施設を充実させている途上

である」，「水平避難のための車両」，「人員・応援体制を

確立」であった。
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３－１－７．行政機関への要望（自由記述）

　自治体への要望は194全ての施設からコメントがあっ

た。その多くが，研修や細かい説明をして欲しいことが

挙げられていた。福祉避難所として提携はしたものの，

実際に施設設備の確認などは行われていないことへの不

安も声として挙がった。災害時の受け入れに不安を持っ

ている施設が多いことがわかり，自治体との連携を切に

望む声が非常に多い結果となった。

表３．行政への要望　（一部抜粋）

３－１－８．コロナ感染症拡大で新たな追加した対策

（複数回答可）

図５．対策で追加したこと

　2020年７月の調査時期は，社会問題とされたマスク不

足の解消がようやく見え出したことの影響も備蓄強化へ

繋がったと考える。また，職員の健康管理強化が多く選

択された理由も，高齢者施設でのクラスター問題が大き

く取り上げられた時期と関係していると考える。感染症

の研修や受け入れシミュレーション以上に自施設を守る

ことの方に重点が置かれていることがわかる結果となった。

　その他の意見に，「避難場所の変更」，「職員の移動制

限」，「面会中止」，「時事に合わせた通達の発出」，「今の

ところまだ考えていない」であった。

３－１－９．COVID-19 拡中も受け入れは可能か

図６．コロナ禍での要配慮者への受け入れ

３－１－ 10．不安・受け入れが難しい理由（自由記述）

表４．受け入れが難しい理由（一部抜粋）

 

　不安や難しいと答えた168施設のうち，144施設が何か

しらの理由を記載していた。それらのコメントは，次の

４つに大別できた。①施設内のコロナ対策への不安②ス

タッフ不足③環境整備不足④クラスターへの不安，以上

４点であった。

　調査実施時期から，COVID-19の不明確な情報流出や厚

生労働省健康局から６月30日発出「高齢者施設における

新型コロナウイルス感染症発生に備えた対応等」，そし

て他県での施設内クラスター発生は，回答に与えた影響

は大きいと考える。

　また，慢性的な人員不足や環境整備の課題は，COVID-19

拡大以前からの福祉介護施設で解決できていない問題で

もある。さらに介護報酬との関係で考えると有事に備え

て日常的に空居室を作るほど余裕がある施設は皆無であ

り，福祉介護施設が福祉避難所を担うことの大きな課題

の一つと言える。

　COVID-19拡大に伴う災害支援とは，施設規模で考える
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と特に単施設での運営では，より受け入れ対応が困難に

なることは明白であった。災害支援の構築を進めるうえ

でCOVID-19拡大の影響は，ますます施設側の不安が増加

し，受け入れに消極的になったことが懸念事項として残

る結果であった。

３－１－ 11．その他（自由記述）

　その他として困っていることや意見などを自由記述し

てもらったところ，ここでも194施設全ての施設からコ

メントの記載がある驚きの結果であった。その内容は福

祉避難所を運営するにあたっての人員確保や各自治体と

の連携，他地区との比較など実に多くの意見であった。

また，「体制が整えば受け入れたい」というコメントも

あり，福祉避難所を適切に運営するには，今ある課題の

解決を施設側だけに一任するのは困難であることもわ

かった。やはり，自治体と施設の双方で運営方法を見出

すことが重要であることが理解された。

　また，公的機関からの回答に「福祉避難所であるとの

認識がなかった」との意見もあり，果たして現在の福祉

避難所の選定方法が適切なのかも疑問が残る結果とな

り，今後の課題であることが明らかとなった。

表５．その他意見（一部抜粋）

３－１－ 12．岡山県福祉避難所分類

　公表されていた岡山県各市町村の福祉避難所を施設分

類してみた。老人施設・老人保健施設は，まとめて高齢

者施設とした。その他は宿泊施設である。以下のように

なった。（表.６）

　福祉避難所の役割は，要配慮者区分に関わらず受け入

れることを考えると，どの市町村も数は多く問題なさそ

うに見える。しかし，前調査から自施設と異なる専門外

への受け入れに難色を示す施設が多いことを考えると，

地域によっては受け入れが上手くいかないことも示唆さ

れた。また，公共施設や学校が福祉避難所の場合，夜間

や休日の受け入れが厳しいことも予想された。場所の提

供のみで要配慮者を受け入れたとしても，体制が整備さ

れていないと現実的な受け入れが可能なのかも課題とし

て残った。当然，周辺地域との連携が出来ていれば解消

される問題ではあるが，単に福祉避難所の数を増やすだ

けではなく，地域にある施設が本当に要配慮者の受け入

れが出来る施設であるのかを十分考慮して，今後選定を

進めていく必要があると考える。

表６．各市町村別系統分類

３－２．岡山県市町村自治体結果

　岡山県27市町村のなかで，回答19市町村，回収率70％

であった。回答者19名全て各市町村の防災・災害担当者

であった。アンケートの回答のみ添付している市町村が

ほとんどであったが，一部の自治体から自由記述を添付

したことに対して「非常に参考になることが多かった。」

「現場の生の声を聞けて，こちらとしても大変貴重な資

料となった。」などの意見も併せて送られてきた。

市町村名
高齢者
施設

障害
者

公的
施設

医療
施設

学校 その他 合計

岡山市 62 1 6 1 0 0 70

倉敷市 28 7 0 0 0 0 35
津山市 12 9 0 0 0 0 21
玉野市 9 1 1 0 0 0 11
笠岡市 8 2 0 0 1 0 11
井原市 11 4 0 0 1 0 16
総社市 5 2 1 0 0 1 9
高梁市 5 0 0 1 0 0 6
新見市 22 2 0 0 1 0 25
備前市 9 0 0 0 0 0 9
瀬戸内市 9 3 0 0 0 0 12
赤磐市 8 0 14 0 0 0 22
真庭市 11 2 0 0 0 0 13
美作市 5 0 0 1 0 0 6
浅口市 6 1 1 0 0 0 8
和気町 3 6 0 0 0 0 9
早島町 1 0 0 0 0 0 1
里庄町 1 1 0 0 0 0 2
矢掛町 4 0 0 0 0 0 4
新庄村 0 0 1 0 0 0 1
鏡野町 4 0 0 0 0 0 4
勝央町 2 0 0 0 0 0 2
奈義町 1 0 0 0 0 0 1
西粟倉村 0 0 2 0 1 0 3
久米南町 4 0 0 0 0 0 4
美咲町 7 1 0 0 0 0 8
吉備中央町 7 0 0 0 0 0 7

244 42 26 3 4 1 320
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　３－２－１から３－２－９まで質問内容と結果を示す。

３－２－１．今まで要配慮者の受け入れ要請を福祉避難所

にしたことがあるか

図７．受け入れ要請経験

３－２－２．要請した自治体で困ったこと（自由記述）

　自治体が困ったことの多くは，直接避難所へ当事者が

行かれたことであった。また，自治体が考える一時避難

場所としての福祉避難所の役割と，実際に福祉避難所を

利用する当事者たちが望む支援内容には差異があり，そ

のことも混乱を招く要因とのコメントもあった。その他

には，「十分な対応を避難所側がしてくれたので困った

ことはなかった」との記載も一件あった。

表７．困ったこと（一部抜粋）

３－２－３．地域に福祉避難所は足りているか 

図８．福祉避難所充足状況

　多くの自治体が，現状では福祉避難所は足りていない

との認識であった。今後増やす予定も含めると自治体側

として，地域での福祉避難所の充足率は低いと捉えられ

ていることがわかった。

３－２－４．要配慮者の支援をどこまで求めますか

図９．自治体が福祉避難所に求める支援

　自治体側が福祉避難所施設に求める支援とは，その多

くは，場所の提供だけや必要な支援だけで良いとの意見

が多かった。緊急対応のため，一時的な避難場所として，

要配慮者に場所を提供するとの見解が自治体側の意見で

あった。

　今までの福祉避難所調査から，施設側が要配慮者の受

け入れを行った場合，その方に応じた支援の提供を考慮

しながら行っている施設が多いことがわかっている。１）２）

また，３－２－２の回答からわかるように施設を実際に利

用する当事者たちが望む支援内容と自治体が考える支援

内容とでは，差異があることが明らかとなった。こうし

た内容から福祉避難所施設側の不安とは，単に要配慮者

を受け入れることだけではなく，支援含めたトータルで

考えていることが理由であり，自治体側との考え方と相

違していることが明らかとなった。これらの要因も受け

入れが進まない障壁の一つと考える。

　その他に，「施設側の人材不足で最低限の支援提供に

ならざるを得ない」という意見が3件あった。

３－２－５．福祉避難所が円滑に運営するため，今後自治

体で行う予定のもの（複数回答可）

図10．今後自治体で行う予定のもの
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　自治体側で今後予定されているものは，現時点で未定

なことが多く，福祉避難所側が望む研修会や説明会など

を考えている自治体は半数以下であった。その他には，

「福祉避難所運営マニュアルの見直し」，「簡易ベッドの

購入・配布」，「協定締結先事業所と避難訓練」，及び「福

祉避難所対象者の抽出」であった。

３－２－６．コロナウイルス感染症拡大中ですが，災害時

の要配慮者の受け入れは整備されているか

図11．コロナ禍での要配慮者の受け入れ

３－２－７．問題がない，現在検討中は具体的にどのよう

な対策を考えているか（自由記述）

表８．検討中の対策事項（一部抜粋）

　自治体への調査時期は，2020年11月から2021年１月で

ある。他県で発生した災害被害などは当然，見聞きして

いるはずである。しかし，未整備や現在検討中であると

の回答が多く，やや不安が残る結果となった。また，検

討事項に衛生材料の備蓄は多く挙がっていたが，福祉避

難所側との具体的な話合いなどはなかった。コロナ禍で

災害が発生した場合に福祉避難所の稼働は本当に可能な

のか，課題が残った。

　その他には，旅館やホテルと協定締結している自治体

が，「災害時の人材に不安である」との意見もあった。

福祉避難所数を増加させるだけではなく，本当に有事に

活用できるかの検証も，今後必要であることがわかった。

３－２－８．他の市町村と連携しているか

図12．市町村連携

　県内それぞれの市町村規模が異なるため，他市町村と

連携をしているかの質問であったが，市町村規模に関わ

らず，規模での有意性は特段見られなかった。規模が小

さい市町村ほど他地区と連携しているかとも予想された

が，回答した各市町村同士の答えを地図上で照らし，地

形や交通の便も含み比較したが，今回の調査では明確な

結論には至らなかった。

３－２－９．その他，困っていることや福祉避難所への要

望（自由記述）

表９．その他意見（一部抜粋）

　各自治体において有事に備え，連携や協議が必要であ

ることは認識していることは伺えた。アンケート集約後

に，「現在のコロナ禍で万が一災害が発生し，要配慮者

を受け入れた福祉避難所が人員不足の場合は，派遣要員

の体制整備がされているのか」を岡山県保健福祉部保健

福祉課に問い合わせた。各市町村において，施設間の支

援体制構築について検討しているかもしないが，現時点
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では（2021年１月現在）把握していることはないとの回

答であった。福祉避難所，各自治体との連携，要配慮者

への連絡・調整，人材や備蓄の課題，COVID-19への対応

など，適切な災害支援方針の確立が急がれるところであ

る。

４．結　　　　　論

４－１．福祉避難所を稼働させるは

　内閣府が定める福祉避難所の定義とは，「要配慮者の

円滑な利用の確保，要配慮者が相談し，又は助言その他

の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮

者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府

令で定める基準に適合するものであること」４）とある。

その他に日頃からの訓練の必要性や，自治体との連携な

どの詳細が記されている。しかし，具体的な支援の詳細

はなく，任された施設力によるところが大きい。

　前回の岡山県福祉避難所調査から，災害等緊急時に，

協力に前向きである施設が多数あることはわかってい

る。しかし，岡山県内の福祉避難所数は増加しているも

のの現実的に稼働させるには，いくつかの障壁をクリア

にする必要があることがわかった。そのひとつとして，

施設側だけの努力改善だけでは受け入れは進まないこと

である。要配慮者を受け入れるには，自治体側のバック

アップ体制が整備されていないことには，上手く稼働し

ないことがわかった。特に現状のようなコロナ禍では，

平成30年７月豪雨災害級と同等の大規模災害が発生した

場合，当時と同じように要配慮者の行く場に苦慮し，困

難な状況に陥ることが予想される。

　また，単に施設数を増加させるだけでは，福祉避難所

は稼働できない。実際にその施設が本当に災害等緊急時

に稼働出来るのか，どのような体制が整えられているの

かを定期的に施設と自治体との双方でチェックしていく

必要がある。これは，定型のチェックではなく，有事に

本当に使えるかのチェックである。福祉避難所提携施設

は，設備面があることは当然のことである。しかし，そ

れが実際に使えなければ，意味がないのである。

　さらに，自治体が施設側に求める支援とは何かを確実

に伝えておくことも重要と考える。自治体がどこまでの

支援を施設に望むのかを明確にするだけでも施設側の負

担軽減に大きく関わってくる。

　今回の調査から，施設側と自治体側の望む支援にズレ

が生じていることも明らかとなった。また，有事の人材

不足時に施設側が適切な支援を要配慮者に行う自信のな

い事も，受け入れに対して消極的になっている要因と考

えられた。要配慮者を受け入れるからには適切な支援を

提供したい気持ちは，福祉専門職が勤務する福祉施設と

して当然で，それが出来ないなら受け入れを断ることも

十分考慮出来る。逆に依頼する自治体側からは，最低限

の支援で良いとの判断も多いことから，不安なく施設側

が福祉避難所として稼働して行くには，必ず両者の話し

合いのうえで支援内容を決定することが重要と考える。

両者合意のうえで支援方法まで見出しておくと施設側の

負担は激減すると考える。当然，ケースバイケースもあ

るが，施設と自治体各々が見えないまま支援を模索し進

むより，問題が起きにくいものと考える。

　福祉避難所締結時に，自治体側が細やかな指示を施設

側に明確に伝えるだけでも，災害時の受け入れのハード

ルは低くなり，多くの施設が災害等緊急時の受け入れ体

制が稼働しやすくなると考える。地域の福祉避難所を稼

働させるには，自治体との連携無くしては回らないので

ある。それがひいては要配慮者の命を守ることに繋がる

と考える。

４－２．要配慮者を如何に守るか

　要配慮者の命を如何に守るかは，受け入れる福祉避難

所と自治体との連携が欠かせないことは述べた。直接避

難所へ来た要配慮者の方や，そして逆に行き場がなかっ

た要配慮者の方への対応を今後どうするのか，スムーズ

に福祉避難所を稼働させる為には，いくつかの障壁があ

る。

　地域にいる要配慮者の把握は，やはり重要な事項であ

り，確実な要支援者名簿の作成と活用にも繋がることで

ある。それらを自治体や地域包括支援センターなどのケ

アマネジャーや保健師，社会資源を活用しながら，掘り

起こしを実施していく必要がある。

　また，要支援者の把握だけに留まらず，有事の際に実

際に使用する予定避難所の確認を要配慮者である当事者

本人に理解してもらうことも重要である。過去の課題か

ら，受け入れた要配慮者の情報不足によって施設が混乱

した事例はいくつもある。受け入れ先となる施設が，受
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け入れる予定の要配慮者の情報を先に得ておくことで，

本当の有事の際に慌てなくて済むことは明確である。そ

れに伴い，支援内容を含む情報を要配慮者の意向を反映

しながら，自治体，福祉避難所，ケアマネジャーや保健

師ら全てが共有することで実際の受け入れ時にスムーズ

な支援に繋がると考える。

　また，各市町村規模により整備されている福祉避難所

の形態も異なるため，要配慮者に応じた福祉避難所の提

供が出来るよう，各市町村連携も今後は必要となってく

ると考える。つまり，福祉避難所を稼働されるには，そ

れぞれの繋がりなくしては，上手く稼働しない。（図13）

要配慮者の命を守るために，こうした連携を密にするこ

とが重要であると考える。

　しかし，個人情報保護に伴い地域に住まう全ての支援

必要者の抽出が困難なことも予想される。どこかの事業

所と繋がりがある居宅者ばかりではないため，要配慮者

のピックアップには，社会資源をフルに活用しながら掘

り起こしをしていく必要がある。また，一度得た情報は

それで終わりではなく定期的に更新することは必須であ

る。そうすることで漏れなく要配慮者を網羅することが

出来ると考える。が，これは大変な作業であり誰が担う

かという大きな課題がある。

　政府は，災害対策基本法の一部を改正する法律案によ

り個別避難計画作成のため各市町村へ財政支援をするこ

とを決め，計画に関わる福祉事業所へ報酬を負担する方

向が決まっている。５）本格的に要支援者の命を守る事

項がようやく始動するが，ケアマネジャーの業務が増大

することは間違いないことである。月平均30～40件前後，

多いところで40件を超えるケースを抱えているケアマネ

ジャーもいるなかで，業務負担が増すことも忘れてはい

けない課題である。

　要配慮者の命を守るとは，どこか一つに負担が偏るこ

とでは無理が生じる。福祉事業者，自治体，そして地域

全てが繋がることを認識することを再度考えてみる必要

がある。

図13．福祉避難所を稼働させるには

５．今後の課題と展望

　岡山県福祉避難所と各自治体からのアンケートから，

避難所を引き受けた施設側も各自治体側各々から，何と

か緊急時に対応出来るよう体制整備していこうとする様

子は伺えた。どこも懸命に，自施設，そして地域を守る

ために必死に取り組みを行なっていることは間違いない

ことであった。しかし，あと一歩の歩み寄りが欠けてい

るところが最大の課題と思われた。連携と一言でいうと

簡単ではあるが，机上だけでの議論では進まない。互い

の疑問や不安払拭の為には，やはりコロナ禍であろうと

工夫しながらの意思疎通は欠かせないものだと言える。

　もうひとつの災害支援の大きな課題は，やはり要配慮

者の命を守ることである。要配慮者の定義は「高齢者，

障害者，乳幼児その他の特に配慮を要する者」で妊産婦

を含み配慮が必要な人とされ，範囲がとても広義であ

る。４）岡山県老人福祉施設協会副会長，筒井恵子氏に，

高齢者施設が専門の異なる要配慮者の受け入れが可能か

を問うインタビューに対して，「高齢者施設で妊産婦や

子どもを観ることは，場所の提供だけでも急変時などの

対応が困難であるため，最初から適切な機関へ移送する

方が良い」とし，全ての受け入れを行うことに対して懸

念を示している。福祉避難所の担い手は，全国的にも高

齢者施設が多いことを考えると，今後，増施設するなら

ば医療機関や子どもに関わる施設なども考慮することも

必要で，福祉避難所で引き受ける要配慮者の区分も検討

していかなくてはならない事項である。

　こうした課題の克服には，施設と自治体だけで進める

のではなく，要配慮者である当事者たちを含めた話し合

いと連携が必須と考える。連携とは互いの信頼のもとに

連携・後押し

要配慮者

事前周知

ケアマネジャー

保健師と連携

自治体 福祉避難所
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成立するものであり，片方だけの努力では進まない。特

にコロナ禍のような特殊な環境下で災害に立ち向かうた

めには，互いの努力無しには，緊急時の対応は困難であ

る。

　如何に災害等緊急時に対応していくのか，それぞれの

当事者たちの声に耳を傾け，地域にある施設の機能を最

大限に活かせるシステム作り，そのための自治体のバッ

クアップ体制，施設，県そして市町村の十分な連携が可

能ならば，災害時の障壁をクリアすることが出来ると考

える。それが，全ての人の命を守ること，そして地域を

守ることへ繋がるものと考える。

お　わ　り　に

　東日本大震災から10年を迎え，あの時から我が国の災

害支援は本当に変わったのか。あれから幾度となく大災

害に見舞われ，その都度，「全ての命を如何に守るか」は，

いつも大きな課題が残る。

　平成30年７月に起きた西日本豪雨災害時に車いすユー

ザーが語ったとされる「逃げ遅れたのではなく，逃げる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

場所がなかったのだ
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。」６）この言葉の重みは決して忘れ

てはいけない。そんな事は，２度と起こしてはならない

のである。災害支援の要である「誰もが取り残されない

社会」は，誰かの努力だけでは進まない。おそらく最善

を尽くしたとしても，さらに異なる課題が出てくること

も予想はされる。

　だからこそ，今出来る事を着実に進めて行くほか方法

は見えない。誰かの努力で成り立つのではない。大変難

しいことではあるが，おそらく全ての意識の変革も災害

支援を進めるための原動力になるものだと考える。　

謝　　　　　辞

　本研究は，中国短期大学令和２年度特別研究助成費に

て実施し，その内容を報告した。

　本調査に協力してくださった，岡山県福祉避難所施設

の皆様，岡山県保健福祉部保健福祉課ご担当者様，岡山

県各市町村防災ご担当者様，岡山県老人福祉施設協会副

会長 筒井恵子様に心から感謝申し上げます。

付　　　　　記

　本稿は，日本福祉のまちづくり学会中国四国支部第6

回研究大会で報告発表した内容に大幅に加筆修正を加え

た。

引用・参考文献

１）中野ひとみ「岡山県福祉介護施設における避難所機

能の実態と課題」2020．３　日本福祉のまちづくり

学会中国四国支部発表概要集

２）中野ひとみ「災害発生時の福祉介護施設が担う避難

所としての現状と課題」2019．８　日本福祉のまち

づくり学会全国大会発表概要集

３）岡山県市町村が指定した福祉避難所一覧

https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/569 

264_5948839_misc.pdf

（閲覧日2021.５．19）　　　　　　

４）内閣府「福祉避難所確保・運営ガイドライン」平

成28年4月http://www.bousai.go.jp/taisaku/

hinanjo/pdf/1604hinanjo_hukushi_guideline.pdf

（閲覧日2021.３．19）

５）総務省　令和３年 １月 22 日報道資料

「令和３年度の地方財政の見通し・予算編成上の留

意事項https://www.soumu.go.jp/main_content/000 

729600.pdf（閲覧日2021.３．19）

６）石塚裕子・東俊裕「進行型災害における障害者の

避難行動の実態と課題－倉敷市真備町を事例に－」

2019.８　日本福祉のまちづくり学会全国大会発表

概要集 　


